
規格艇使用に関する内規 

 

公益社団法人日本ローイング協会（以下、「本協会」という。）は、配艇制度で実施する

大会（以下、「大会」という。）における競漕艇の使用可能年限とその取扱いについて以

下の通り内規を定める。 

なお、本内規の改廃は業務執行会議承認事項とする。 

 

第１条（目的等） 

１ 本内規は、配艇制度で実施する国民スポーツ大会ローイング競技、全日本高等学校選

手権競漕大会等で使用する競漕艇の仕様・規格に際し、その使用可能年限及び各大会運営

上の目安となる基準について定めるものである。 

２ 本内規の運用については、各開催自治体や都道府県協会とJARA国スポ専門委員会、高

体連ローイング専門部が、その実情を勘案し協議の上決定することとする。 

 

第２条（使用制限等） 

１ 大会で使用する艇は、製造年月日から４年以内のものとする。ただし、使用回数や整

備状況等に鑑み、劣化がほとんどなく４年以内のものと品質等において遜色がない艇につ

いては、国民スポーツ大会ローイング競技においては６年を限度として、その他の大会に

おいては原則として１０年を限度として使用を認める。 

２ 前項ただし書に基づき、製造年月日から４年を超えて使用する場合には、事前に本協

会に所定の届出を行い、原則として本協会が指名する検査員の認証を受けなければならな

い。この検査員は、施設委員会によって指名する者とし、対象艇を納入した製造業者を含

むことが出来るものとする。なお、認証に関わる費用およびその結果必要となった修理費

用は、開催自治体（借手）が負担する。 

なお、この検査費用は使用者負担とする。 

３ 大会で使用するにおける同一種目の艇は同一メーカーの艇を使用すること。また、同

一レースで使用する艇は、原則として同一製造年または１か年以内に製造された艇を使用

するものとする。 

４ その他の大会において、やむなく製造から１０年を超えた艇を一部または全部使用す

る場合は、安全上、競技運営上の観点から事前に艇の検査を行い、第１条２項と同様に開催

自治体・都道府県協会、JARA 国民スポ専門委員会、高体連ローイング専門部にて協議し、

使用の可否を決定する。 

なお、この検査に関わる費用および大会使用に対応するために必要となった艤装品の交換・

修理・輸送費などの費用は、第 2 条 2 項同様に開催自治体（借手）の負担とする。また上記

検査の実施は十分な日程的余裕をもって貸手側の艇庫等で実施し、原則として修理・部品交

換は開催地で実施するものとする。 



 

第３条（実施時期） 

本内規は、2026年度の大会から適用する。 

 

附則 本内規は2026年5月15日から施行する。なお、2020年4月10日から施行の内規は破棄

とする。 

 

制定 ：2026年 5月 15日 


